
平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日
提
出

質

問

第

六

五

号

公
職
選
挙
法
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関
す
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質
問
主
意
書

提

出

者

坂

本

哲

志
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公
職
選
挙
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
職
選
挙
法
（
以
下
、
「
公
選
法
」
と
い
う
）
は
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
、
「
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
衆
議
院
議

員
、
参
議
院
議
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
を
公
選
す
る
選
挙
制
度
を
確
立
し
、
そ
の
選
挙
が
選
挙
人
の

自
由
に
表
明
せ
る
意
思
に
よ
つ
て
公
明
且
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
し
、
も
つ
て
民
主
政
治
の
健
全
な
発
達
を
期
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
選
挙
で
の
ビ
ラ
の
頒
布
に
つ
き
、
平
成
十
九
年
の
公
選
法
改
正
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の

長
の
選
挙
で
こ
れ
を
認
め
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
議
員
選
挙
（
以
下
、
「
地
方
議
会
議
員
選
挙
」
と
い
う
）
で
は
対
象
外

と
し
た
が
、
そ
の
後
も
ロ
ー
カ
ル
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
推
進
地
方
議
員
連
盟
や
一
部
の
県
議
会
や
市
議
会
、
さ
ら
に
は
全
国
都

道
府
県
議
会
議
長
会
な
ど
か
ら
要
望
書
や
意
見
書
が
総
務
省
に
対
し
提
出
さ
れ
、
地
方
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
も
ビ
ラ

（
ロ
ー
カ
ル
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
推
進
地
方
議
員
連
盟
で
は
公
選
法
上
の
ビ
ラ
を
特
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
ビ
ラ
と
称
し
て
い
る
）

の
頒
布
を
可
能
と
す
る
よ
う
求
め
る
要
望
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
要
望
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
片
山
善
博
総
務
大
臣
は
確

認
し
て
い
る
か
如
何
。

一



二

一
の
地
方
議
会
議
員
選
挙
で
の
ビ
ラ
の
頒
布
に
つ
き
、
現
在
公
選
法
の
改
正
を
視
野
に
入
れ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
の

か
、
片
山
総
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

三

昭
和
二
十
五
年
に
制
定
さ
れ
た
当
時
の
公
選
法
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
選
挙
活
動
を
想
定
し
て
い
た
も
の
で
は

な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
情
報
伝
達
手
段
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
選
挙
活
動
へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
な
ど
に
つ
い
て
、
平
成
十
年
以
降
民
主
党
か
ら
四
回
、
自
民
党
か
ら
は
一

回
、
公
選
法
改
正
案
が
提
出
さ
れ
、
民
主
党
案
は
い
ず
れ
も
審
査
未
了
、
自
民
党
案
は
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
の

経
緯
を
踏
ま
え
、
選
挙
活
動
へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
つ
き
、
公
選
法
改
正
も
含
め
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
片
山

総
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


